
一

第
五

十

七
号
議
案
　
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
五
十
七
号
議
案

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　

令
和
二
年
二
月
十
九
日

�

提
出
者　
　

東
京
都
知
事　
　

小　
　

池　
　

百　
　

合　
　

子　
　
　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
東
京
都
条
例
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
公
衆
衛
生
上
講
ず
べ
き
措
置
の
基
準
及
び
法
」
を
削
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条　

削
除

　

附
則
第
二
項
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番
号
を
削
る
。

　

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一　

削
除

　

別
表
第
二
第
一
の
部
一
の
款
十
三

の
項
中
「
作
業
場
」
を
「
製
造
場
、
調
理
場
、
加
工
場
又
は
処
理
場
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
作
業
場
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
、
同
部
三
の
款
㈠
の
項
イ
中
「
水
道
水
」
を
「
水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る

水
道
に
よ
り
供
給
さ
れ
る
水
（
以
下
「
水
道
水
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
表
第
三
の
部
十
五
の
款
中
「
魚
介
類
せ
り
売
営
業
」
を
「
魚
介
類

競
り
売
り
営
業
」
に
改
め
、
同
款
㈠
の
項
中
「
せ
り
場
」
を
「
競
り
場
」
に
改
め
、
同
款
㈡
の
項
中
「
せ
り
台
」
を
「
競
り
台
」
に
改
め
、
同
款

㈢
の
項
中
「
せ
り
場
」
を
「
競
り
場
」
に
改
め
、
同
部
十
六
の
項
中
「
魚
肉
ね
り
製
品
製
造
業
」
を
「
魚
肉
練
り
製
品
製
造
業
」
に
改
め
、
同
部

二
十
六
の
款
中
「
醤し
よ
う

油
製
造
業
」
を
「
し
ょ
う
ゆ
製
造
業
」
に
改
め
、
同
款
㈠
の
項
中
「
醸
造
醤し
よ
う

油
製
造
」
を
「
醸
造
し
ょ
う
ゆ
製
造
」
に
改

め
、
同
款
㈡
の
項
中
「
ア
ミ
ノ
酸
醤し
よ
う

油
（
半
製
品
を
含
む
。
）
製
造
」
を
「
ア
ミ
ノ
酸
し
ょ
う
ゆ
（
半
製
品
を
含
む
。
）
製
造
」
に
改
め
、
同
部
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二

三
十
一
の
款
中
「
め
ん
類
製
造
業
」
を
「
麺
類
製
造
業
」
に
改
め
、
同
款
㈠
の
項
中
「
製
め
ん
」
を
「
製
麺
」
に
改
め
、
同
款
㈡
の
項
中
「
製
め
ん

機
」
を
「
製
麺
機
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

１　

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
準
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
公
衆

衛
生
上
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
第
二
条
、
附
則
第
二
項
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
よ
る
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十

三
号
）
の
改
正
等
に
伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


